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１．シェアサイクルの取組動向

現在、シェアサイクルの本格導入都市は増加しており、現在で13５都市。
（平成30年3月3１日時点集計結果）

①-1アンケート全体集計
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【シェアサイクル実施状況】

（都市数）
N=203都市
※H30年3月3１日時点

本格導入

社会実験

【シェアサイクルの実施都市】

※ H30年3月3１日時点
※アンケート回答自治体のうち、本格導入・社会実験を図示
※民設民営の取組については、回答があった自治体を記載

135都市
19都市

49都市

平成29年度末までにシェ

アサイクルを本格導入し

ている

平成29年度末までにシェ

アサイクルの社会実験を

実施している

平成29年度末時点でシェ

アサイクルの本格導入や

社会実験を検討



１．シェアサイクルの取組動向

※H30年3月3１日時点

①-2アンケート全体集計
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回答数392
※回答のあった本格導入都市の集計
※複数回答あり

（都市）

【シェアサイクル導入目的】

シェアサイクルの本格導入都市数は増加傾向。

導入目的は「観光戦略の推進」や「地域活性化」、「公共交通補完」といった項目が多い。

【シェアサイクルの実施都市数の推移】
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観光戦略の推進のため

公共交通の機能補完のため

地域の活性化のため

環境負荷の軽減のため

健康増進のため

自動車利用の抑制のため

放置自転車の削減のため

自転車のシェアリング

による自転車総量の抑制

その他
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１．シェアサイクルの取組動向
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②ポート数・ポート密度の変化

ポート数は年々増加しており、東京などでは密度も高まっている。

※平成30年3月時点

※本格導入と回答した都市の合計数

（個所）

【ポート設置数の推移】 【ポート密度の変化の例（東京都）】

H29.10

H30.11

（年度末）



自転車台数・ポート数などにおいて、平均的な規模は小さい。

一方で、10箇所以上ポートを設置している都市数では年々増加傾向にある。

１．シェアサイクルの取組動向
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③シェアサイクルの実施規模

【自転車台数】

【ポート数】

【回転率】

各年次の数値は各年度末（3/31）時点
【参考】H25からの年度ごとの変化

【H25】8.2箇所 → 【H26】8.8箇所 → 【H27】9.9箇所 → 【H28】8.4箇所→ 【H29】7.6箇所

【10箇所以上ポートを設置している都市数】

最大1264台

平均131.6台

（台）

（個所）

（回/台・日）

最大56個所

平均7.6個所

最大3.9回/台・日

平均0．50回/台・日

平成30年3月時点平成30年3月時点

平成30年3月時点

（都市）

平均値以下の数値が全体に占める割合：80％

平均値以下の数値が全体に占める割合：73％

平均値以下の数値が全体に占める割合：68％
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公園区域内

106箇所

道路（路上）

95箇所

道路（路上以外）

12箇所

駐輪場内に設置

（公用地）

90箇所

上記以外の公有地

195箇所

鉄道用地

66箇所駐車場内に設置

32箇所

観光・レジャー施設内

142箇所

ショッピングセンター

敷地内

31箇所

公開空地

21箇所

駐輪場内に設置

（私有地）

14箇所

コンビニ敷地内

12箇所

上記以外の私有地

175箇所

その他（未回答）

37箇所
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ポートの設置個所としては公有地と私有地がおおむね半数となっている。

135都市
N=1028箇所

【ポートの設置場所】

１．シェアサイクルの取組動向

④ポートの設置個所

【ポートの設置事例】

上記以外の公有地の例）：市役所・公民館・公営施設等
上記以外の私有地の例）：宿泊施設（ホテル）・駐車場・借地

【公有地】上記以外の公有地（市役所）に設置
（千葉市）

【私有地】路外駐車場に設置
（岡山市）

公有地
（約49%）

私有地
（約48%）
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シェアサイクル実施上の課題は、事業採算性の確保が最も多く、全体の約6割が事業採算性を課題
と認識している。
多くの都市で現状の規模を維持あるいは拡大を企図しており、システム改修やさらなる本格化など
を企図している事業もみられる。

※回答のあった本格導入都市の集計
※複数回答あり

【今後の展開】

１．シェアサイクルの取組動向

⑤課題と今後の展開

【シェアサイクルの課題】
（都市）

（都市）

自転車の偏るステーションからの効率的な自転車の再配置
民間活力の導入に向けたスキームのあり方 等

【その他の主な課題】 【その他の主な展開方針】

利用実績を踏まえた、ポート配置場所のリロケーション
利便性の更なる向上に向けたポート数の増加

※回答のあった本格導入都市の集計
※複数回答あり
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システム等の改善・改良

その他

規模の縮小



１．シェアサイクルの取組動向

⑥他自治体との連携・共同化の意向の有無

貸出返却システムの共同化や、会員制度の共同化・相互乗り入れの意向がみられている。
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【連携・共同化の意向の有無】 【連携・共同化の意向の具体的な内容】

※回答のあった本格導入都市の集計
※複数回答あり

25
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10

0 10 20 30

貸出・返却のシステム

の共同化

会員制度の共同化

・相互乗り入れ

自転車の確保・購入

の共同出資

運営費用に対する

財政支援

その他

（都市）

連携・共同化の

意向“あり”

35%

連携・共同化の

意向“なし”

65%



１．シェアサイクルの取組動向

２．サイクルポートの設置状況
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３．公共交通との連携



49

25

3

9

2

3

0 10 20 30 40 50

道路法に基づく占用で設置

都市再生特別措置法に基づく道路占用

特例を活用して設置

道路管理者が設置した自転車駐車場を

占用して設置

まちづくり会社・まちづくり協議会等が占

用により設置した自転車駐車場を活用し

て設置

自治体との協定により自治体が設置（道

路付属物等として扱う）

その他

国道（直轄）

国道（補助）

都道府県道

市区町村道

その他の道路
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２．サイクルポートの設置状況

①-1ポートの設置について

11

【道路上（歩道など）】 【道路上（高架下など）】

道路上（歩道など）におけるポートは、「道路法に基づく占用で設置」されているものが多く、市
区町村道上が多い。
道路上（高架下など）におけるポートは、全体的に少ないが「道路法に基づく占用で設置」されて
いるものが多い。

N=91箇所 N=13箇所

（個所） （個所）



２．サイクルポートの設置状況

①-2ポートの設置について
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【都市公園】 【公共施設・官庁施設】

都市公園内におけるポートは、「まちづくり団体等が占用し設置」や「都市公園法に基づき設置」
されている場所が多く、その多くが市区町村の公園内である。
公共施設や官庁施設におけるポートは、「施設内の占用として設置」の場所に設置されているもの
が多く、その多くが市区町村の公共施設である。

N=93箇所 N=22４箇所

（個所） （個所）
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都市公園法に基づき自転車駐車場

を活用して設置

都市再生特別措置法に基づく公園

占用の特例を活用して設置

都市公園内に設置している施設の

付帯施設として設置

まちづくり会社・まちづくり協議会等

が占用し設置

自治体との協定により自治体が設置

（公園施設として扱う）

社会実験の一環として実験的に設置

国営公園

都道府県立公園

市区町村立公園

臨海公園等

その他の公園・緑地
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来訪者の利便増進施設として事業

者公募等で設置

事業者との協定により利便増進施

設として設置

施設内の占用として設置

まちづくり会社・まちづくり協議会

等が占用し設置

市区町村役所・役場

都道府県の庁舎

市区町村の公共施設

都道府県の公共施設

国の機関の庁舎



２．サイクルポートの設置状況

都市再生特別措置法に基づく占用特例の活用

13

ポート設置位置等を明示した都市再生整備計画（案）を策定し、公共施設管理者協議を経て、ＨＰへ
の掲載等により公表することにより、公共施設におけるサイクルポートの占用特例が活用できる。
占用特例の活用のみを行う場合は、事務手続き上、国や都道府県との協議は必要とせず、地方公共団
体の裁量で、都市再生整備計画の策定・公表ができる。

都市公園の占用特例都市公園の占用特例

○賑わいの創出に寄与する施設（観光案
内所、サイクルポート等）を都市公園の
占用許可対象に追加

都市公園への
サイクルポート設置（イメージ）

平成28年 都市再生特別措置法改正

道路の占用特例道路の占用特例

平成23年 都市再生特別措置法改正

○サイクルポート等について、一定の条件の下で、道路占用許可の特
例として、無余地性の基準が緩和できる。

■占用特例の活用都市（平成29年12月末時点）
○道路・・・高崎市、岡山市、北九州市、神戸市、姫路市
○都市公園・・・姫路市



２．サイクルポートの設置状況

②-1都市再生特別措置法に基づく都市公園の占用特例を活用して設置した事例
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【江東区の計画事例（平成30年11月策定）】



２．サイクルポートの設置状況

②-2都市再生特別措置法に基づく都市公園の占用特例を活用して設置した事例
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【江東区の計画事例（平成30年11月策定） 】
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３．公共交通との連携



３．公共交通との連携

①-1公共交通連携に関する取組状況

取り組み内容としては、「鉄道駅・バス停近隣（おおむね150m以内）へのポートの積極的な配
置」が最も多くなっている。
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【公共交通連携に関する取り組みの事例】

※回答のあった本格導入都市の集計
※複数回答あり

【取り組みの事例】
（都市）

鉄道駅前の高架下に設置
（札幌市 JR桑園駅）

シェアサイクルの案内板を駅前に設置
（金沢市金沢駅前）

44

23

19

19

1

1

0 10 20 30 40 50

鉄道駅・バス停近隣（おおむね150m以内）

へのポートの積極的な配置

駅構内など鉄道敷地やバスターミナル等へ

のポートの設置

鉄道利用者・バス利用者向けの広報・PRの

実施

駅構内や駅前広場におけるシェアサイクル

ステーション位置の案内誘導

シェアサイクルと鉄道・バス等の一体的な乗

車券の販売

鉄道・バス等との乗り継ぎ割引（連続利用時

の割引）の実施



３．公共交通との連携

①-1公共交通連携に関する取組状況

東京での事例では鉄道駅の150m圏内にポートがある駅の割合は、2017年10月には23.3%で
あったものが、2018年11月には32.6%と増加するなど、公共交通連携が進んでいるといえる。
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【150m圏内にポートのある駅の割合】
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３．公共交通との連携

①-2公共交通連携に関する取組状況

ポート位置情報を関係事業者（web地図事業者、経路探索サービス事業者）に提供するなど、公
共交通連携を促進する取組を実施している。

19

【経路探索サービスの実施状況】

※回答のあった本格導入都市の集計
※複数回答あり

37%

25%

19%

13%

6% シェアサイクルのポート位置情報をWEB
地図事業者（Yahoo!マップ、Googleマッ

プなど）に提供

シェアサイクルのポート位置情報を経路

探索サービス事業者（駅すぱあと、ナビ

タイムなど）に提供

シェアサイクルだけを対象とした経路探

索サービスを実施

シェアサイクルだけを対象とした経路探

索サービスの実施を検討・調整中

シェアサイクル・公共交通を複合的に対

象とした経路探索サービスを実施



３．公共交通との連携

②交通系ＩＣカードの利用

支払い方法は現金やクレジットが多い傾向。
一方で、交通系電子マネーでの支払いを導入している都市もみられる。
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【シェアサイクルの支払い方法】

※回答のあった本格導入都市の集計
※複数回答あり
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

現金

クレジットカード

交通系電子マネー（Suica ICOCA等の全国相互利用カード）

ＩＤ Passwave等

地域系電子マネー（Iruca ecomyca等）

商業系電子マネー（nanaco Edy等）

ＱＲコード決裁等

その他



３．公共交通との連携

③シェアサイクルと公共交通の複合経路検索サービスの事例

21

シェアサイクルと公共交通の複合経路検索サービスの導入効果を調査するべく、札幌市内を皮切りに、
東京、横浜、大阪などでサービス実施が進んでいる。

■シェアサイクルを経路検索の対象として公共交通と一体的に表示

シェアサイクル利用 シェア
サイクル

地下鉄

ｼｪｱｻｲｸﾙ
↓

地下鉄
乗り継ぎ

出発

到着



４．まとめ
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○ シェアサイクルは、都市数、ポート数いずれも増加傾向にあるとともに、将来的にも規

模を維持～拡大していくトレンドが見られるなど、導入期から成長期へと移行。

○ 公共交通の補完から、観光戦略の推進、地域活性化等、それぞれの地域が有する多

様な目的に向けたシェアサイクルの導入が加速。

○ 近年では、鉄道駅でのポート設置による公共交通との連携、経路探索システム等の

導入、近隣自治体とのシステム共同化等、新たなシェアサイクルの取組も進展。

○ 都市交通を担う移動手段としての、シェアサイクルの一層の進展に向け、行政と民間

が官民連携のもと、更なる役割を担っていくことに期待。

○ インターネット、ＭａａＳ（Mobility as a Service）等の技術革新、公共交通と連携したラス

トワンマイルの提供等、新たな時代の要請に応えるシェアサイクルに期待。


